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１ 目 的

この「本県における技能審査の成果の単位認定の標準例について」（以下、「県の標準

例」という。）は、「県立高等学校生徒の学校外における学修の単位認定に関する方針」

のうち、「技能審査の成果の単位認定」の円滑な実施を図るために定めたものである。

県立高等学校及び特別支援学校の高等部（以下、「学校」という。）において単位認定の

対象とする技能審査の種類と水準、対応する教科・科目及び増加単位数、認定の手続き

等を定める場合の参考に供するものである。

２ 単位認定の対象とする技能審査の種類

単位認定の対象とする技能審査の種類は、原則として別表に掲げるもののうち、校長

が認めたものとする。

３ 単位の認定方法

(1) 増加単位の認定

校長は、生徒が在学中に技能審査に合格し資格を取得した場合は、対応する教科・

科目の履修をさらに深めたものとみなして、その成果を当該科目の修得単位の増加単

位として認定できる。

(2) 対応する教科・科目と増加単位数

学校においては、対象となる技能審査の種類ごとに、あらかじめ対応する教科・科

目と増加単位数を別表を参考にして定める。

(3) 認定の期間と時期

認定の期間と時期は、次の①～③とする。

① 増加単位の認定は、学校在学中に合格し、取得した資格について、在学中に限り

行う。

② 対応する教科・科目の単位修得前に技能審査に合格した場合は、対応する科目の

単位認定時に増加単位の認定を行う。

③ 対応する教科・科目の単位修得後に技能審査に合格した場合は、その学年におい

て増加単位の認定を行う。

(4) 単位認定の上限

学校教育法施行規則第９９条(平成２４年３月３０日改正)において、「第９７条の

規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えることのできる

単位数の合計数は３６を超えないものとする。」としている。

ただし、高等学校通信教育規程第１２条の１、２の規定（定時制の課程又は他の通

信制の課程との併修）により修得した単位数は、上記３６単位に含めない。



- 2 -

(5) 県教育委員会への届け及び報告

「県立高等学校生徒の学校外における学修の単位認定に関する指針」により行うも

のとする。

４ 生徒指導要録への記入方法

(1) 学籍に関する記録

「各教科・科目等の修得単位数の記録」の「修得単位数の計」の欄への記入につい

ては、最終学年において、技能審査の成果の単位認定による増加単位を含めて記入す

る。

(2) 指導に関する記録

「各教科・科目等の学習の記録」の「修得単位数」の欄の記入は、次の①～③によ

るものとする。

① 対応する教科・科目の単位修得前に技能審査に合格した場合は、対応する教科・

科目の単位を修得した学年の「修得単位数」の欄に、増加単位を含めて記入する。

② 対応する教科・科目の単位修得後に技能審査に合格した場合は、合格した学年の

対応する教科・科目の「修得単位数」の欄に、増加単位数を記入する。

③ 上記①、②においては、「備考」の欄に「（技能審査）○○による単位認定（○単

位）」などその旨を記入する。

５ 留意事項

① 学校は、技能審査の成果の単位認定を行う場合、県の標準例を参考にして、単位

認定の対象とする技能審査の種類と水準、対応する教科・科目及び増加単位数、認

定手続き等を定める。

なお、認定できる増加単位数の合計は当該科目の単位数を超えないこととする。

② 学校は、学科の特性や生徒の実態に応じて、別表に掲げる技能審査の種類と水準、

対応する教科・科目及び増加単位数と異なる技能審査の成果の単位認定を行う場合

は、事前に県教育委員会学校教育課と協議する。

③ 学校は、生徒に対して、入学時等適切な機会を活用し教育課程の説明等と併せて、

技能審査の成果の単位認定の趣旨及び手続きについて周知する。

④ この県の標準例については、平成２５年度入学生から適用する。
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〔別表〕

本県における技能審査の成果の単位認定の標準例

(1)主に共通教科に関するもの

対 応 す る 教 科 ・ 科 目
技能審査の種類 水 準 増加単位数

教 科 科 目

実用英語技能検定 ２級 外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、 ３
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、

〔日本英語検定協会〕 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ

TOEFL (IBT 53～81) 外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、 ３
(IBT 82以上) ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、 ４

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ

TOEIC (520～700) 外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、 ３
(700以上) ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、 ４

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ

国際連合公用語英語検定試験 外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、 ２
Ｃ級 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、

〔日本国際連合協会〕 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ

実用フランス語技能検定 ２級 外国語 フランス語 ３
〔フランス語教育振興協会〕

日本漢字能力検定 ２級 国 語 国語表現、国語総合 ２
〔日本漢字能力検定協会〕

硬筆書写技能検定 ２級 芸 術 書道Ⅰ １
〔日本書写技能検定協会〕

毛筆書写技能検定 ２級 芸 術 書道Ⅰ、書道Ⅱ、 ２
〔日本書写技能検定協会〕 書道Ⅲ

歴史能力検定 世界史２級 地理歴史 世界史Ｂ ２
〔歴史能力検定協会〕

歴史能力検定 日本史２級 地理歴史 日本史Ｂ ２
〔歴史能力検定協会〕

実用数学技能検定 ２級 数 学 数学Ⅰ ２
〔日本数学検定協会〕
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(2)主に農業に関するもの

対 応 す る 教 科 ・ 科 目
技能審査の種類 水 準 増加単位数

教 科 科 目

毒物劇物取扱責任者 農 業 作物、野菜、果樹、 ２
〔厚生労働省〕 草花､植物ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

動物ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、
微生物利用、食品化学

危険物取扱者 乙種 農 業 農業と環境、作物、 各類１単位
（１類～６類） 野菜、果樹、草花、 (最大２単位)
〔総務省〕 畜産、農業機械、農業土

木施工、林産物利用、造
園技術、食品製造

ボイラー技士 ２級 農 業 野菜、果樹、草花、 １
〔厚生労働省〕 畜産、食品製造

大型特殊自動車運転免許 農 業 作物、畜産、農業機械、 ２
（農耕車限定） 農業土木施工、
〔内閣府〕 造園技術

園芸装飾技能士 ３級 農 業 草花、生物活用、 ２
〔厚生労働省〕 グリーンライフ

測量士補 農 業 測量、農業土木施工、 ３
〔国土交通省〕 造園技術

公害防止管理者（騒音、振動、粉じ 農 業 農業と環境、畜産、林産 各種目２単位
ん、大気、水質） 物利用、森林科学、農業
〔経済産業省〕 土木施工、水循環、食品

製造、食品化学

冷凍機械責任者 第三種 農 業 食品製造、食品流通 １
〔経済産業省〕

簿記検定 ２級 農 業 農業経営、農業経済、 ２
〔日本商工会議所〕 森林経営

販売士検定 ２級 農 業 農業経営、農業経済、食 ２
〔日本商工会議所〕 品流通、森林経営

日本語ワープロ検定 ２級 農 業 農業情報処理、農業経営、 １
〔日本情報処理検定協会〕 農業経済

土木施工管理技術検定 ２級 農 業 農業土木設計、 ４
（学科試験のみ） 農業土木施工、水循環
〔国土交通省〕

車両系建設機械運転技能講習修了者 農 業 農業機械、 １
(基礎工事用、解体用、整地･運搬･ 農業土木施工、
積み込み用及び掘削用) 造園技術、森林科学
〔厚生労働省〕

浄化槽管理士 農 業 畜産、農業土木設計、 １
〔環境省〕 農業土木施工、

水循環、食品製造

運転士（クレーン・デリック、移動 農 業 農業機械、森林科学、 １
式クレーン） 農業土木施工、
〔厚生労働省〕 造園技術
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対 応 す る 教 科 ・ 科 目
技能審査の種類 水 準 増加単位数

教 科 科 目

フォークリフト運転技能講習 農 業 作物、畜産、農業機械、 １
〔厚生労働省〕 森林科学、農業土木施工、

造園技術

造園施工管理技術検定 ２級 農 業 造園計画、環境緑化材料、 ４
（学科試験のみ） 造園技術
〔国土交通省〕

造園技能士 ３級 農 業 造園計画、環境緑化材料、 ３
〔厚生労働省〕 造園技術、

グリーンライフ

圧力容器取扱作業 農 業 食品製造、食品流通、 １
主任者技能講習 普通第一種 植物ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、動物ﾊﾞ
〔厚生労働省〕 ｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、林産物利用、

微生物利用

日本農業技術検定 ２級 農 業 作物、野菜、果樹、草花、 ２
〔日本農業技術検定協会〕 畜産、食品製造

（注）総合実習、課題研究は、すべての技能審査に対応可能な科目とする。
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(3)主に工業に関するもの

対 応 す る 教 科 ・ 科 目
技能審査の種類 水 準 増加単位数

教 科 科 目

トレース技能検定 ２級 工 業 製図 １
〔実務技能検定協会〕

ラジオ・音響技能検定 ２級 工 業 工業技術基礎、 １
〔実務技能検定協会〕 電子技術、通信技術

ディジタル技術検定 ３級 工 業 情報技術基礎、生産ｼｽﾃﾑ １
〔実務技能検定協会〕 技術、電子計測制御

レタリング技能検定 ３級 工 業 デザイン技術、実習 １
〔実務技能検定協会〕

工業英語能力検定 ４級 工 業 工業技術英語 １
〔日本工業英語協会〕

画像情報技能検定ＣＧ部門 ３級 工 業 情報技術基礎、製図 １
〔画像情報教育振興協会〕

計算技術検定 １級 工 業 工業数理基礎、 ２
〔全国工業高等学校長協会〕 工業技術基礎、実習

基礎製図検定 工 業 製図 １
〔全国工業高等学校長協会〕

機械製図検定 工 業 製図 １
〔全国工業高等学校長協会〕

リスニング英語検定 １級 工 業 工業技術英語、実習 １
〔全国工業高等学校長協会〕

危険物取扱者 乙種 工 業 環境工学基礎、機械工作、 各類１単位
（１類～６類） 衛生・防災設備、 (最大２単位)
〔総務省〕 地球環境化学、

電気基礎、電子技術、
工業技術基礎、実習

消防設備士 乙種 工 業 衛生・防災設備、 各類１単位
（１類～７類） 設備計画、建築計画、 (最大２単位)
〔総務省〕 生産システム技術、実習

情報技術検定 １級 工 業 プログラミング技術、 ２
〔全国工業高等学校長協会〕 ハードウェア技術、

ソフトウェア技術、
情報技術基礎、
工業数理基礎

パソコン利用技術検定 １級 工 業 情報技術基礎、 ２
〔全国工業高等学校長協会〕 実習

機械加工技能士（普通旋盤） ３級 工 業 実習 ２
〔厚生労働省〕

自動車整備士 ３級 工 業 原動機、自動車工学、 ２
〔国土交通省〕 自動車整備、実習

ボイラー技士 ２級 工 業 原動機、空気調和設備、 １
〔厚生労働省〕 設備計画、実習
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対 応 す る 教 科 ・ 科 目
技能審査の種類 水 準 増加単位数

教 科 科 目

電気工事士 第２種 工 業 電気基礎、生産ｼｽﾃﾑ技術、 ２
〔経済産業省〕 電気機器、電力技術、

電気技術、製図、実習

電気主任技術者 第３種 工 業 電気基礎、電気機器、電 ５
〔経済産業省〕 力技術、電子技術、実習

陸上特殊無線技士 ２級 工 業 電気基礎、電子技術、 １
〔総務省〕 電子回路、通信技術、

電子計測制御、実習

工事担任者 ＡＩ第３種 工 業 電気基礎、電子回路、 ２
〔総務省〕 ＤＤ第３種 通信技術、電子技術、

ハードウェア技術、
電子情報技術、実習

工事担任者 ＡＩ第２種 工 業 電気基礎、電子回路、 ３
〔総務省〕 ＤＤ第２種 通信技術、電子技術、

ハードウェア技術、
電子情報技術、実習

火薬類取扱保安責任者 甲種 工 業 土木施工、 ２
〔経済産業省〕 社会基盤工学、実習

測量士補 工 業 測量、建築施工、 ３
〔国土交通省〕 実習

車両系建設機械運転技能講習修了者 工 業 土木施工、建築施工、 １
(基礎工事用、解体用、整地･運搬･ 実習
積み込み用及び掘削用)
〔厚生労働省〕

土木施工管理技術検定 ２級 工 業 土木施工、土木基礎力学、 ４
（学科試験のみ） 土木構造設計、測量、
〔国土交通省〕 社会基盤工学、実習

浄化槽管理士 工 業 環境工学基礎、土木施工、 １
〔厚生労働省〕 社会基盤工学、実習

運転士（クレーン・デリック、移動 工 業 土木施工、実習 １
式クレーン）
〔厚生労働省〕

建築施工管理技術検定 ２級 工 業 建築構造、建築構造設計、 ４
（学科試験のみ） 建築計画、建築法規、
〔国土交通省〕 建築施工、製図、実習

公害防止管理者 工 業 環境工学基礎、 各種目２単位
（騒音、振動、粉じん、大気、水質） 社会基盤工学、
〔経済産業省〕 地球環境化学、実習

冷凍機械責任者 工 業 設備計画、空気調和設備、 １
〔経済産業省〕 衛生・防災設備、実習

カラーコーディネータ検定 ２級 工 業 デザイン技術 ２
〔東京商工会議所〕

（注）課題研究は、すべての技能審査に対応可能な科目とする。
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(4)主に商業に関するもの

対 応 す る 教 科 ・ 科 目
技能審査の種類 水 準 増加単位数

教 科 科 目

秘書技能検定 ３級 商 業 ビジネス基礎 １
〔実務技能検定協会〕

○簿記検定に関するもの 商 業 簿記、 ２
財務会計Ⅰ、

簿記実務検定 １級 財務会計Ⅱ、
〔全国商業高等学校協会〕 原価計算、
北関東簿記実務検定 １級 管理会計
〔北関東３県商業部会〕
簿記能力検定 １級
〔全国経理教育協会〕
簿記検定 ２級
〔日本商工会議所〕

○珠算・電卓検定に関するもの 商 業 ビジネス基礎、 ２
ビジネス実務

珠算・電卓実務検定 １級
〔全国商業高等学校協会〕
珠算能力検定 １級
〔日本商工会議所〕
珠算検定 １級
〔全国珠算教育連盟〕

○情報処理検定に関するもの 商 業 情報処理、 ２
ビジネス情報、

情報処理検定 １級 電子商取引、
〔全国商業高等学校協会〕 プログラミング、

ビジネス情報管理

○商業経済検定に関するもの 商 業 マーケティング、 ２
商品開発、

商業経済検定 １級 広告と販売促進、
〔全国商業高等学校協会〕 ビジネス経済、
販売士検定 ２級 ビジネス経済応用、
〔日本商工会議所〕 経済活動と法

○ワープロ検定に関するもの 商 業 情報処理、 ２
電子商取引

ワープロ実務検定 １級
〔全国商業高等学校協会〕
日本語文書処理技能検定 ２級
〔日本商工会議所〕

○英語検定に関するもの 商 業 ビジネス実務 ２

英語検定 １級
〔全国商業高等学校協会〕

（注）総合実践、課題研究は、すべての技能審査に対応可能な科目とする。
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(5)主に家庭に関するもの

対 応 す る 教 科 ・ 科 目
技能審査の種類 水 準 増加単位数

教 科 科 目

家庭料理技能検定 ２級 家 庭 調理、 ２
〔香川栄養学園〕 フードデザイン

全国高等学校家庭科 家 庭 ファッション造形基礎、 ２
被服製作技術検定（和服） １級 ファッション造形、
〔全国高等学校家庭科教育振興会〕 服飾文化
全国高等学校家庭科
被服製作技術検定（洋服） １級
〔全国高等学校家庭科教育振興会〕

全国高等学校家庭科 家 庭 調理、 ２
食物調理技術検定 １級 フードデザイン
〔全国高等学校家庭科教育振興会〕

全国高等学校家庭科 家 庭 子どもの発達と保育、 ２
保育技術検定 １級 子ども文化
〔全国高等学校家庭科教育振興会〕

販売士検定 ２級 家 庭 消費生活 ２
〔日本商工会議所〕

福祉住環境コーディネーター ３級 家 庭 リビングデザイン ２
〔東京商工会議所〕

（注）課題研究は、すべての技能審査に対応可能な科目とする。

(6)主に水産に関するもの

対 応 す る 教 科 ・ 科 目
技能審査の種類 水 準 増加単位数

教 科 科 目

冷凍機械責任者 ３種 水 産 食品製造、 １
〔経済産業省〕 総合実習

ボイラー技士 ２級 水 産 水産海洋基礎 １
〔厚生労働省〕

危険物取扱者 乙種 水 産 水産海洋基礎 各類１単位
（１類～６類） (最大２単位)
〔総務省〕

栽培漁業技術検定 ２級 水 産 資源増殖 １
〔全国水産高等学校長協会〕

情報通信技術検定 水 産 海洋情報技術 ２
〔全国水産高等学校長協会〕

小型船舶操縦士 ２級 水 産 水産海洋基礎、 １
〔国土交通省〕 総合実習

（注）課題研究は、すべての技能審査に対応可能な科目とする。




